
 三重県の物産展【西武池袋本店】 開催要綱 
 
１. 開催趣旨  昨年のサミット、今年の「お伊勢さん菓子博」で再注目の三重県にスポ

ットを当て、第２回目の物産展開催。古来より＜御食つ国＞として自
然豊かで海・山の幸の食材の宝庫として、また、伊勢神宮や熊野とい
う信仰の地としても栄えた三重県の魅力を会場に一同に展開し、話
題・動員・売上の獲得を目指します。魅力あるご自慢の商品の販路拡
大を図る機会になると思いますので、積極的にご参画下さいますよう
宜しくお願い申し上げます。 

２．名   称  第２回「三重のおぼしめし展」(仮) 

３．会   期   平成２９年９月２７日（水）～１０月２日（月） ６日間 
            ［営業時間］ 午前１０時～午後９時  

（１０月１日（日）は午後８時閉場。最終日は午後４時３０分閉場）  

４．会   場   西武池袋本店 ７階（南）＝催事場（約３８０坪） 
            〒171-8569 東京都豊島区南池袋１－２８－１ 
           ＴＥＬ ０３—３９８１—０１１１（代表） 

５．共   催   三重県   

６．後援予定   協同組合三重県物産振興会 

７．協賛予定   公益社団法人三重県観光連盟 

 ８．売上予算  ５０，０００千円   

 ９．出展構成  ◇食品部門  即売・実演・茶屋 
         ◇工芸部門  即売・実演 
１０．媒体計画  新聞折込チラシ(５０万部)、ポスター(店内、池袋駅構内、鉄道中吊り) 

請求書封入（２０万部）、ネット媒体、パブリシティ 他 （予定） 

１１．手数料及び取引条件 

［１］ （協）三重県物産振興会  

（１）手数料   売上の４％  

 

 

 

［２］ 百貨店 

   （１）手数料   ・ 食品部門  （実演・茶屋） １６％ 
（即売） １８％ 

・ 工芸部門  （即売・実演）１９％ 

   （２）交通費  取組先負担 

   （３）搬入費  取組先負担 

（４）返送費   百貨店負担（他店への転送不可） 

（５）人件費  取組先負担（各自、直接紹介所にお支払い願います。） 
         ※マネキン各自手配。斡旋はありません。 
（６）宿泊費  取組先負担 
（７）什器リース費  百貨店負担  

※特殊什器は取組先負担もしくは持込み願います。 

    （８）設営費  百貨店負担 

    （９）宣伝費  百貨店負担  
   (１０)駐車場  駐車場の斡旋はありません。各自にてお手配ください。 

１２．搬入                

［１］ 荷物発送    

 《 事前納品 》 

 （１） 常温品（備品含む） 

    （運送会社） 指定なし 

    （送 付 日） 平成２９年９月２６日（火）午前中 ※当日必着 

    （送 り 先）〒171-8569 東京都豊島区南池袋１－２８－１ 
          西武池袋本店 ７階・催事場 「三重展」気付+取組先名 

（２） クール品  上記常温品に同じ 
  《 会期中納品 》  
     （送 り 先） 上記事前納品に同じ 

   ［２］ 会場準備 
《陳列》   
   平成２９年９月２６日（火） １４時～（１７時３０分から入店・衛生講習あり） 
《入店方法》 

保安室にて受付を行い、ネームバッヂを受け取り期間中左胸につける。 
従業員エレベーターを使用し７階催事場にて準備。 

 
 
                                         裏面へつづく 



１３．搬出               
     平成２９年１０月２日（月） 物産展会場閉場時～  
     ※荷造り完了後、伝票貼付の上、３階荷捌所まで移動、配送会社へ引渡し。 

１４.宿泊斡旋先  
  『ホテルグランドシティ』 シングル１泊７，５６０円（税込） （素泊・前払い） 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋１－３０－７ ＴＥＬ０３－３９８４－５１２１ 

１５．精  算     （１）精算締切  平成２９年１０月末日（会期中の売上計上分） 

 （２）支払日   ・(協)三重県物産振興会の口座へ１１月末日入金 

・各社様の指定口座へ百貨店より入金後、７営業日以内を目処に入金 
 (精算事務の都合により、各社様への入金日が前後することがございます。) 

* 人件費及び宿泊費については、各自ご精算をお願い致します。 

１６．出展条件及び留意事項 

［１］販売体制 

 ・ 出展業者は、販売責任者として社員を必ず１名以上派遣して下さい。できる限 

り責任者、自社で販売・生産に携わっている方に販売をお願いします。  

［２］出展業者の選定及び売場配置と小間割  

   （１）食品・工芸部門 

    ・ 出展希望業者は、百貨店担当者を交えて開催する出展社説明会（打合会）  

  に必ずご出席下さい。 (６/１２開催予定 会場：アスト津 研修室Ａ) 
・ 取扱商品・実績・会場スペース等の兼ね合いにより、百貨店側において 
  出展業者の選定が行われます。  

 ・ 上記結果は、（協）三重県物産振興会より書類をもって通知いたします。 
・ 売場配置は、百貨店側において決定いたします。 

 ［３］食品衛生と品質表示 （下記項目以外に、提示の西武規定を順守願います） 

・ 食中毒対策の徹底。試食・実演をする場合は手袋・帽子の着用を励行。 
     ・ 商品の組成・原材料原産地・消費期限・アレルギー物質表示は適格に表示 

して下さい。（特定原材料 小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに） 
販売商品には個々に値段を添付または表示（総額表示、１円未満切上表示）
し、法令に基づく表示を実施してください。 

・ 商品名や説明に原産地や特定の原材料が入る場合は、各種証明書（産地証 
明・納入証明等）の事前提出をお願いいたします。また、米や米の加工品 
を取り扱う取組先は 米トレーサビリティ法に基づく資料も持参してください。 

 

  ［４］個人情報保護 
     ・ 個人情報保護法・関係法令等を遵守し、第三者への開示・漏洩を厳禁する。 
     ・ 個人情報の店外持ち出しは禁止。 

 ［５］マナー・販売ルール （設営日１７時３０分から実施の入店研修にて詳細説明） 
     ・ 店頭で接客・販売を行う全ての方は、百貨店のルール・マナーを遵守してく 

ださい。責任者の方は、これを監督してください。 
     ・ 言葉遣いとマナーに注意して、明るい親切丁寧なご対応をお願いします。 

  ［６］その他 
     ・ コンプライアンスとモラルを厳守してください。 
     ・ 出展決定後の出展辞退は認められません。 

・ 最終日の閉場時間まで責任ある販売応対をお願いいたします。 
終了時間前からの店頭撤収作業は絶対禁止です。 

・ 本開催要綱に違反または第三者の損害が生じた場合、百貨店及び本組合の
指示に従い、遅滞なく、出展業者の責任と費用をもって解決にあたること。 

１７．申込方法                     

  別紙「物産展出展申込書」 に必要事項をご記入の上、電子メールにてご送付下さ

い。 

≪送付期日≫ 平成２９年５月３１日（水）まで （厳守にてお願いします） 

≪ 送付先 ≫ 三重県雇用経済部三重県営業本部担当課 
             eigyo@pref.mie.jp   

 
＊ 出展業者の選定の結果、ご出展をご遠慮いただく場合もございます。 
   予めご了承下さいますようお願いいたします。 （開催要綱第１６項［２］参照） 

＊ チラシの掲載内容、売場位置等については、スペースや百貨店の都合等により決定され 
 ご希望に添えない場合がありますので予めご了承の上、出展申込みいただきますようお 
 願い致します。決定後の異議申し立てはご遠慮願います。  


